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当ファンドの仕組みは以下のとおりです。
ファンド形態 ケイマン籍オープンエンド契約型外国投資信託
信託期間 2016年９月26日～2021年９月16日

管理会社が受託会社と協議の上、その裁量により存続期間の延長を行う場合があります。
運用方針 担保付スワップ取引を通じて実質的にオーストラリア・リートに投資することにより、

信託財産の中長期的な成長を目指す運用をします。
ファンドの主要投資対象 担保付スワップ取引 クレディ・スイス・インターナショナルを相手方とする担保付

スワップ取引。担保付スワップ取引の対象は、原則としてS&P / 
ASX 200 A-REIT指数とします。

主な投資制限 ・ �日本証券業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、日本証券業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行います。

・ �借入れは、原則として、借入金の残高の総額がファンドの純資産総額の10%を超えない
場合に限り、行うことができます。

当ファンドの運用方法 ・ �担保付スワップ取引を活用することで、オーストラリア・リートへの投資成果を享受する
ことを目指します。

・ �スワップ取引の対象は、原則としてS&P / ASX 200 A-REIT指数とします。
・ �スワップ取引の相手方は、原則としてクレディ・スイス・インターナショナルとします。

分配方針 年4回（3、6、9、12月の16日。ファンド営業日ではない場合は翌ファンド営業日）の分配
宣言日に分配方針に従い、分配を決定します。ただし、管理会社の裁量で収益の分配を
行わない場合があります。

受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－オーストラリア・リート・ファンド」（以下「当ファンド」と
いいます。）は、このたび、第4期の決算を行いました。
当ファンドの投資目的は、価格騰落のあるオーストラリアのREIT指数に投資を行う名目的な取引戦略に対するエクス
ポージャーを提供することです。当作成対象期間につきまして当ファンドは、上記の投資目的に沿った運用を行い
ました。ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
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（注１）�豪ドルの円貨換算は、2021年１月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝80.08円）に
よります。以下同じです。

（注２）�当ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、豪ドル投資コースの受益証券は豪ドル建てのため、以下の
金額表示は別段の記載がない限り豪ドル貨をもって行います。

（注３）�本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入しています。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、
円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。
したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。

（注４）�本書の中で、計算期間（以下「会計年度」ともいいます。）とは、10月１日に始まり９月末日に終わる期間を指します。ただし、第１会計
年度は2016年９月26日に始まり2017年９月30日に終了した期間を指します。
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Ⅰ．ファンドの運用の経過および運用状況
１ ファンドの運用の経過と今後の運用方針（2019年10月１日～2020年９月30日）

当期の1口当たり純資産価格等の推移について（2019年10月１日から2020年９月末まで）

（注１）�分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引き前の分配金をファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の
実質的なパフォーマンスを示すものです。また、分配金再投資１口当たり純資産価格は、前期末（2019年９月末日）の１口当たり
純資産価格（日本円投資コース：1,069.9円、豪ドル投資コース：111.75豪ドル）を起点として計算しています。

（注２）�騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとして計算しております。以下同じです。
（注３）�1口当たり分配金額は、税引前の分配金額を記載しております。以下同じです。
（注４）�ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注５）�ファンドにベンチマークは設定されていません。

■1口当たり純資産価格の主な変動要因
日本円投資コース
当ファンドは、S&P/ASX200 A-REIT指数を対象とする担保付スワップ取引への投資を通じて、オーストラリア・
リートへの投資を行いました。
当期のオーストラリア・リート市場は、新型コロナウイルスのパンデミックにより投資家のリスク回避姿勢が強まる中、
S&P/ASX200 A-REIT指数が下落し、1口当たり純資産価格のマイナス要因となりました。他方、豪ドルに対して
円安が進行したことはプラスに作用しました。

豪ドル投資コース
当ファンドは、S&P/ASX200 A-REIT指数を対象とする担保付スワップ取引への投資を通じて、オーストラリア・
リートへの投資を行いました。
当期のオーストラリア・リート市場は、新型コロナウイルスのパンデミックにより投資家のリスク回避姿勢が強まる中、
S&P/ASX200 A-REIT指数が下落し、1口当たり純資産価格のマイナス要因となりました。

第4期末の１口当たり純資産価格：
882.7円

（分配金額：29.36円）
騰落率（％）：

－14.8%

00
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－17.9%
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分配金

（イ）分配方針
第4期（2019年10月１日～2020年９月30日）の１口当たり分配金（税引前）は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を
含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出
しているものです。
（ロ）分配の推移
日本円投資コース	 （金額：円）

分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額
（対１口当たり純資産価格比率（注1））

分配金を含む１口当たり
純資産価格の変動額（注2）

2019年12月16日 1,095.2 7.36 14.46（0.67%）

2020年 3 月16日 717.9 7.30 −370.00（1.01%）

2020年 6 月16日 841.0 8.45 131.55（0.99%）

2020年 9 月16日 915.9 6.25 81.15（0.68%）

豪ドル投資コース	 （金額：豪ドル）

分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額
（対１口当たり純資産価格比率（注1））

分配金を含む１口当たり
純資産価格の変動額（注2）

2019年12月16日 110.24 0.76 −0.64（0.68%）

2020年 3 月16日 84.18 0.80 −25.26（0.94%）

2020年 6 月16日 86.98 0.90 3.70（1.02%）

2020年 9 月16日 90.56 0.61 4.19（0.67%）
（注1）	�｢対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意

ください。
	� 対1口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b	  

	 a＝当該分配落日における1口当たり分配金額	  
	 b＝当該分配落日における1口当たり純資産価格＋当該分配落日における1口当たり分配金額

（注2）	�｢分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。
	� 分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額＝b−c	  

	 b＝当該分配落日における1口当たり純資産価格＋当該分配落日における1口当たり分配金額	  
	 c＝当該分配落日の直前の分配落日における1口当たり純資産価格

（注3）	�2019年12月16日の直前の分配落日（2019年9月17日）における1口当たり純資産価格は、日本円投資コース1,088.1円、
豪ドル投資コース111.64豪ドルでした。
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投資の対象とする有価証券の主な銘柄

当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅱ．ファンドの経理状況 （３）投資有価証券明細表等」の
参照する「Ⅱ.ファンドの経理状況（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの「注記６．担保付スワップ」をご参照くだ
さい。

当ファンドのポートフォリオ

主要投資対象である担保付スワップ取引を高位に組み入れました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定して
おりません。

今後の運用方針

引き続き、運用の基本方針に従い、担保付スワップを通じて実質的にオーストラリア・リートに投資することにより、
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

お知らせ

該当事項はありません。

投資環境（2019年10月1日～2020年9月30日）

当期のオーストラリア・リート市場は下落しました。期初から2020年2月にかけてオーストラリア・リート市場は、
良好なリートの業績や金利低下などを背景に堅調に推移しました。2月後半から3月にかけては、新型コロナウイルスの
パンデミックを受けて世界経済の先行き不透明感から投資家のリスク回避の動きが強まり、金融市場は荒れた展開と
なりました。このような中、オーストラリア・リート市場も大幅に下落しました。その後、各国政府、中銀により大規模な
財政政策や金融緩和政策が矢継ぎ早に打ち出された効果もあり、金融市場が次第に落ち着きを取り戻す中、オースト
ラリア・リート市場は3月末に底を打ち、回復基調となりました。5月にかけては、割安感や経済活動再開への期待が
高まる中、比較的早いペースでの回復となりました。6月から当期末にかけては、世界的に株価が堅調に推移したことが
好感され投資家のリスク選好姿勢が強まりましたが、オーストラリア国内の感状況が悪化する度、行動制限の強化と
緩和が繰り返され、経済の先行き不透明感から緩やかな上昇基調に留まりました。
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2 費用の明細

項目 項目の概要（注１）

管理報酬等
報酬代行会社報酬 年率0.44％（注２） 管理会社報酬、受託会社報酬、保管会社報酬、設立費用、監査報酬、

管理会社代行サービス会社報酬、登録・名義書換代行報酬および
管理事務代行報酬等の支払い代行業務の対価

管理会社報酬 ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価
受託会社報酬 ファンドの受託業務の対価
保管会社報酬 ファンドの資産の保管業務の対価
管理会社代行
サービス会社報酬

ファンドの事務代行サービス業務の対価

登録・名義書換代行報酬 管理会社の登録・名義書換代行業務の対価
管理業務代行報酬（注３） ファンドの管理事務代行業務の対価
代行協会員報酬 年率0.01％ 受益証券の（１口当たりの）純資産価格の公表業務、目論見書、決算

報告書等の販売会社への交付業務等の対価
販売報酬 年率0.75％ 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理の対価
その他の費用・手数料 （注４） 上記の報酬のほか、スワップ取引にかかる費用、目論見書の印刷

費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、信託
財産にかかる租税等

（注１）各報酬については、目論見書に定められている料率（金額）を記しています。
（注２）�管理会社報酬、受託会社報酬、保管会社報酬、設立費用、監査報酬、管理会社代行サービス会社報酬、登録・名義書換代行報酬

および管理事務代行報酬は、年率0.44％の報酬代行会社報酬から支弁されます。
（注３）管理事務代行報酬は最低月間3,333米ドルです。
（注４）その他の費用・手数料につきましては、上記管理報酬等に含まれております。



−　　　−5－  － 

 

(5) ／ 2021/04/27 9:44 (2021/04/22 13:15) ／ wp_21748990_010_運用状況_ost外国投信_CSUT(ケイマン)3-豪RF_運用報告書.docx 

5

３ 運用状況 

（１）運用実績 

① 純資産の推移 

日本円投資コース 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 

 円 円 

第１会計年度末 
（2017年９月末日） 

1,384,073,209 1,060.6 

第２会計年度末 
（2018年９月末日） 

735,228,573 1,066.1 

第３会計年度末 
（2019年９月末日） 

414,360,421 1,069.9 

第４会計年度末 
（2020年９月末日） 

309,084,029 882.7 

2019年10月末日 416,531,913 1,105.4 

11月末日 413,090,066 1,123.4 

12月末日 408,013,611 1,117.2 

2020年１月末日 404,783,640 1,108.3 

２月末日 368,831,634 1,009.9 

３月末日 223,343,837 615.7 

４月末日 267,055,747 741.4 

５月末日 291,394,670 808.9 

６月末日 292,947,383 819.2 

７月末日 300,579,840 840.5 

８月末日 329,831,343 936.6 

９月末日 309,084,029 882.7 
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豪ドル投資コース 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 

 豪ドル 千円 豪ドル 円 

第１会計年度末 
（2017年９月末日） 

9,112,469 729,727 91.61 7,336 

第２会計年度末 
（2018年９月末日） 

6,340,292 507,731 98.84 7,915 

第３会計年度末 
（2019年９月末日） 

8,677,086 694,861 111.75 8,949 

第４会計年度末 
（2020年９月末日） 

5,517,702 441,858 88.67 7,101 

2019年10月末日 7,774,735 622,601 112.96 9,046 

11月末日 7,992,138 640,010 115.45 9,245 

12月末日 7,814,005 625,746 111.49 8,928 

2020年１月末日 8,172,954 654,490 116.28 9,312 

２月末日 7,641,968 611,969 110.50 8,849 

３月末日 4,912,595 393,401 70.70 5,662 

４月末日 5,569,420 445,999 80.44 6,442 

５月末日 5,983,047 479,122 85.98 6,885 

６月末日 5,724,573 458,424 83.78 6,709 

７月末日 5,695,049 456,060 84.22 6,744 

８月末日 6,050,843 484,552 90.77 7,269 

９月末日 5,517,702 441,858 88.67 7,101 
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② 収益率の推移 

期間 
収益率（％） 

日本円投資コース 豪ドル投資コース 

第１会計年度 9.42 －5.37 

第２会計年度 3.45 11.02 

第３会計年度 3.09 15.99 

第４会計年度 －14.75 －17.91 

（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）÷ｂ 

ａ＝会計年度末の１口当たりの純資産価格＋当該期間の分配金の合計額 

ｂ＝会計年度直前の期間の最終日の１口当たりの純資産価格 

  第１会計年度の場合、受益証券１口当たりの当初発行価格 

 

（２）分配の推移 

（１口当たり、税引前） 

 
日本円投資コース 豪ドル投資コース 

円 豪ドル 円 

第１会計年度 33.60 3.02 241.84 

第２会計年度 31.14 2.87 229.83 

第３会計年度 29.18 2.89 231.43 

第４会計年度 29.36 3.07 245.85 
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（３）販売及び買戻しの実績 

会計年度  販売口数 買戻口数 発行済口数 

第１会計年度 

日本円投資コース 
2,303,195 
(2,303,195) 

998,146 
(998,146) 

1,305,049 
(1,305,049) 

豪ドル投資コース 
106,318 
(106,318) 

6,847 
(6,847) 

99,471 
(99,471) 

第２会計年度 

日本円投資コース 
3,250 
(3,250) 

618,681 
(618,681) 

689,618 
(689,618) 

豪ドル投資コース 
4,707 
(4,707) 

40,031 
(40,031) 

64,147 
(64,147) 

第３会計年度 

日本円投資コース 
0 
(0) 

302,345 
(302,345) 

387,273 
(387,273) 

豪ドル投資コース 
29,595 
(29,595) 

16,093 
(16,093) 

77,649 
(77,649) 

第４会計年度 

日本円投資コース 
0 
(0) 

37,100 
(37,100) 

350,173 
(350,173) 

豪ドル投資コース 
5,110 
(5,110) 

20,529 
(20,529) 

62,230 
(62,230) 

（注）（ ）の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。 
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Ⅱ.ファンドの経理状況 

 

ａ．ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計

方針に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の

開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131

条第５項ただし書の規定の適用によるものです（ただし、円換算部分を除きます。）。 

 

ｂ．ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条

の３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）であるケーピーエムジー ケイマン諸島から

監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に

係る監査報告書に相当するもの（訳文を含みます。）が当該財務書類に添付されています。 

 

ｃ．ファンドの原文の財務書類は豪ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額に

ついて円換算額が併記されています。日本円への換算には、2021年１月29日現在の株式会社三菱Ｕ

ＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝80.08円）が使用されています。なお、千円未

満の金額は四捨五入されています。 
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KPMG 

P.O. Box 493 

SIX Cricket Square Grand Cayman KY1-1106 Cayman Islands 

電話 +1 345 949 4800 

ファックス +1 345 949 7164 

ウェブサイト www.kpmg.ky 

 

受託会社への独立監査人の報告書 

 

意見 

 

当監査法人は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）IIIのシリーズ・トラストの

一つである適格機関投資家のみを対象としたオーストラリア・リート・ファンド（適格機関投資家のみ

を対象とする）（以下「シリーズ・トラスト」という）の2020年9月30日現在の財政状態計算書、およ

び同日に終了する年度の包括利益計算書、受益者に帰属する純資産の変動計算書およびキャッシュ・フ

ロー計算書、ならびに重要な会計方針の概要およびその他の説明情報を記載した注記から構成される添

付の財務諸表について監査を行った。 

 

当監査法人は、添付の財務諸表が、国際財務報告基準（IFRS）に準拠して、本シリーズ・トラストの

2020年9月30日現在の財政状態ならびに同日をもって終了する年度の財務実績およびキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

意見の根拠 

 

当監査法人は、国際監査基準（以下「ISA」という）に従い監査を実施した。それらの基準を元にした

当監査法人の責任内容については、監査報告書の「財務諸表の監査に対する監査人の責任」の欄に詳し

く述べられている。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士のための国際倫理規程

（国際独立性基準を含む）」（以下「IESBA規程」という）およびケイマン諸島での財務諸表監査に関

する倫理要件に従って本シリーズ・トラストから独立しており、またこれらの要件およびIESBA規程に

従ってその他の倫理的責任を果たした。当監査法人は、監査意見表明のための基礎を提供するために十

分かつ適切な裏付けとなる証拠を得たと確信している。 

 

財務諸表に対する運営者および統治責任者の責任 

 

運営者は、これらの財務諸表を、IFRSに準拠して作成し、公正に表示することに責任を有している。か

かる責任には、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、重要な虚偽記載のない財務諸表の作成

に必要な内部統制を決定することが含まれる。 

 

財務諸表の作成にあたり、運営者は、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評価し、

継続企業に関する問題を必要に応じて開示し、継続企業に対し会計基準を用いる責任を有している。た

だし、運営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは事業を停止する、または、そうする以外に

現実的な代替案がない場合はこの限りではない。 

 

統治責任者は本シリーズ・トラストの財務報告工程を監督する責任を有する。 
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受託会社への独立監査人の報告書（続き） 

 

財務諸表の監査に対する監査人の責任 

 

当監査法人の目的は、財務諸表に不正行為または誤謬による重要な虚偽記載がないかどうかに関して合

理的な保証を得ること、および当監査法人の意見を含んだ監査人の報告書を発行することである。合理

的な保証とは高水準の保証であるが、ISAに従って実施される監査により重要な虚偽記載が常に発見さ

れることを保証するものではない。虚偽記載は不正行為または誤謬により生じることがあり、個別もし

くは全体的に、これらの財務諸表に基づいた経済的決定に影響を及ぼすと合理的に予測される場合には

重要だと判断される。 

 

ISAに従い実施する監査の一環として、当監査法人は監査全体を通じて専門家としての判断を行い、専

門家としての懐疑心を維持する。また当監査法人は： 

・ 不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、財務諸表の重要な虚偽記載に関するリスクを発見

し評価し、これらのリスクに対応し監査手続きを計画および実施し、意見表明の基礎を提供するた

めに十分かつ適切な裏付けとなる証拠を得るものとする。不正行為による重要な虚偽記載を発見し

ないリスクは、誤謬によるリスクよりも高い。これは不正行為が癒着、偽造、故意の脱漏、不実表

示、または内部統制の不遵守を伴っている可能性があるためである。 

 

・ 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために監査に関する内部統制への理解を得る。これは本

シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 

 

・ 運営者により採用された会計方針の適切性、会計上の見積りの妥当性および関連する開示内容を評

価する。 

 

・ 運営者により採用された継続企業を前提とした会計処理の適切性を判断する。また、監査で得た証

拠を基に、継続企業として存続するための本シリーズ・トラストの能力に大きな疑念が生じるよう

な、重要な不確定要素が存在するかどうかを判断する。重要な不確定要素があると判断した場合、

当監査法人は監査報告書の中で、財務諸表上の関連開示内容に対して注意喚起をする必要がある。

また当該開示内容が不十分である場合には、当監査法人の意見を修正する必要がある。当監査法人

の判断は、監査報告書日までに監査で得た証拠を基にしている。しかし、将来の事象や状況が本シ

リーズ・トラストの継続企業としての存続を停止する可能性もあり得る。 

 

・ 財務諸表の全体の体裁、構成および開示内容を含む内容、および財務諸表が原取引や事象を適正に

表示しているかどうかを評価する。 

 

当監査法人は、統治責任者と、特に監査の計画範囲とタイミング、および重要な監査所見に関して連絡

を取り合う。これには、当監査法人が監査の間に特定する内部統制の著しい欠陥も含まれる。 

 

 

2021年2月1日 
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１ 財務諸表 

（１）貸借対照表 

 

オーストラリア・リート・ファンド 

財政状態計算書 

2020年9月30日時点 

（豪ドルで表示） 

 

 2020年9月30日時点 2019年9月30日時点 

資産  AUD  千円  AUD  千円 

純損益を通じて公正価値で測定する 
金融資産（注記2.2、5および6） 

$ 9,603,780 ￥ 769,070 $ 14,361,471 ￥ 1,150,066 

現金および現金同等物（注記2.1）  4,213  337  212  16 

以下に対する未収金：         

売却した証券（注記2.3）  –  –  67,196  5,381 

資産合計  9,607,993  769,408  14,428,879  1,155,464 

         

負債         

当座貸越（注記2.1）  –  –  67,149  5,377 

以下に対する未払金：         

その他の負債  3,966  317  –  – 

負債（受益者に帰属する純資産を除く）  3,966  317  67,149  5,377 

受益者に帰属する純資産（注記3） $ 9,604,027 ￥ 769,090 $ 14,361,730 ￥ 1,150,087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

包括利益計算書 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

 2020年9月30日時点 2019年9月30日時点 

収益  AUD  千円  AUD  千円 

FVTPLで測定する金融商品による 
純損益(1) 

        

発生収益（注記2.7、2.11） $ 571,318 ￥ 45,751 $ 629,277 ￥ 50,392 

純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および金融負債に係る実現
純益（損） 
（注記2.11および7） 

 (2,697,422)  (216,009)  1,383,753  110,810 

純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および金融負債に係る未実
現評価益の純増（減） 
（注記2.2、2.11および7） 

 29,293  2,345  295,586  23,670 

外貨建取引に係る実現純益（注記2.6）  2  0  121  9 

為替換算に係る未実現評価損益の純変動
（注記2.6） 

 (13)  (1)  14  1 

収益/（損失）合計  (2,096,822)  (167,913)  2,308,751  184,884 

         

費用         

販売報酬（注記8.2F）  85,014  6,807  106,767  8,549 

設立費用  81,365  6,515  77,976  6,244 

運営費用報酬（注記8.2B）  49,877  3,994  62,711  5,021 

代行協会員報酬（注記8.2D）  1,141  91  1,436  114 

費用合計  217,397  17,409  248,890  19,931 

         

財務費用を除く運用利益（損失）  (2,314,219)  (185,322)  2,059,861  164,953 

         

財務費用         

受益者に対する分配（注記2.7）  (353,921)  (28,341)  (380,513)  (30,471) 

受益証券の受益者に帰属する純資産につ
き、運用による増（減）額 

$ (2,668,140) ￥ (213,664) $ 1,679,348 ￥ 134,482 

 
(1)

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債にかかる実現および未実現損益、ならびに発生収益を含む、

純損益を通じて公正価値（ 以下、「FVTPL 」という） で測定する金融商品から発生する純益に関するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。 



−　　　−16－  － 

 

(16) ／ 2021/04/27 9:44 (2021/04/22 13:50) ／ wp_21748990_050_財務諸表_ost外国投信_CSUT(ケイマン)3-豪RF_運用報告書.docx 

16

オーストラリア・リート・ファンド 

受益者に帰属する純資産の変動計算書 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

    AUD    千円 

2018年9月30日時点   $ 15,286,373   ￥ 1,224,132 

受益証券の発行残高（注記3）    3,252,811    260,485 

受益証券の買戻（注記2.8、3）    (5,856,802)    (469,012) 

受益者に帰属する純資産につき、運用による増額    1,679,348    134,482 

2019年9月30日時点   $ 14,361,730   ￥ 1,150,087 

受益証券の発行残高（注記3）    495,464    39,676 

受益証券の買戻（注記2.8、3）    (2,585,027)    (207,008) 

受益者に帰属する純資産につき、運用による減額    (2,668,140)    (213,664) 

2020年9月30日時点   $ 9,604,027   ￥ 769,090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

キャッシュ・フロー計算書 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

 2020年9月30日時点 2019年9月30日時点 

  AUD  千円  AUD  千円 

営業活動によるキャッシュ・フロー：         

受益者に帰属する純資産につき、運用によ
る増（減）額 

$ (2,668,140) ￥ (213,664) $ 1,679,348 ￥ 134,482 

受益者に帰属する純資産に対する運用によ
る増（減）額と、営業活動に使用した現金
とを一致させるための調整： 

        

受益者に支払われた配分  353,921  28,341  380,513  30,471 

純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産の購入 

 (138,615,566)  (11,100,334)  (174,314,853)  13,959,133 

純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産の売却による収入 

 140,705,128  11,267,666  176,918,844  14,167,661 

純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産および金融負債に係る実現純損益 

 2,697,422  216,009  (1,383,753)  (110,810) 

純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産および金融負債に係る未実現評価益
の純変動 

 (29,293)  (2,345)  (295,586)  (23,670) 

売却した投資に対する未収金の増加（減
少） 

 67,196  5,381  (36,381)  (2,913) 

その他の未払金の増加  3,966  317  –  – 

営業活動による現金（営業活動によって得
られた現金） 

 2,514,634  201,371  2,948,132  236,086 

         

財務活動によるキャッシュ・フロー：         

発行された受益証券による収入  495,464  39,676  3,252,811  260,485 

受益者に支払われた配分  (353,921)  (28,341)  (380,513)  (30,471) 

受益証券の買戻し  (2,585,027)  (207,008)  (5,887,616)  (471,480) 

財務活動による現金（財務活動に使用した
現金） 

 (2,443,484)  (195,674)  (3,015,318)  (241,466) 

         

現金および現金同等物の純増（減）額  71,150  5,697  (67,186)  (5,380) 

         

期首における現金および現金同等物（注記
2.1） 

 (66,937)  (5,360)  249  19 

期末における現金および現金同等物（注記
2.1） 

$ 4,213 ￥ 337 $ (66,937) ￥ (5,360) 

         

         

営業活動によるキャッシュ・フローについ
ての補足情報 

        

受取利息 $ 353,921 ￥ 28,341 $ 380,387 ￥ 30,461 

 

 

 

 

財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

財務諸表に対する注記 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

1. 組成 

 

オーストラリア・リート・ファンド（以下、「シリーズ・トラスト」という）は、ケイマン諸島の法律に基づき基本信

託約款により2013年12月2日に設立されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラストであるクレディ・スイ

ス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）III（以下、「トラスト」という）のシリーズ・トラストである。本シリー

ズ・トラストは、信託約款補則に基づき2016年8月5日に設立され、ケイマン諸島の法律により法人登録されている信託

会社であるエリアン・トラスティー（ケイマン）リミテッド（以下、「受託会社」という）により運用されている。本

シリーズ・トラストは、2016年9月26日に運用を開始した。 

 

本トラストは、ケイマン諸島の（修正）信託法に基づく免税信託であり、2014年1月22日にケイマン諸島の（修正）

ミューチュアル・ファンド法に基づき登録された。 

 

受託会社（および本シリーズ・トラスト）の登録事務所は、ケイマン諸島、KY1-9007 グランド・ケイマン、ジョージ・

タウン、エルジン・アベニュー、190（190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands）に

所在する。 

 

本シリーズ・トラストの管理会社は、クレディ・スイス・マネージメント（ケイマン）リミテッド（以下、「管理会

社」という）である。 

 

本シリーズ・トラストの管理事務代行会社、保管会社、登録事務代行会社は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アン

ド・コー（以下、適宜「管理事務代行会社」、「保管会社」、「登録事務代行会社」という）である。 

 

クレディ・スイス・インターナショナルは、報酬代行会社（以下、「報酬代行会社という」）、計算代理人（以下、

「計算代理人」という）、および担保付スワップ・カウンターパーティ（以下、「担保付スワップ・カウンターパー

ティ」という）の役割を負う。 

 

クレディ・スイス証券株式会社は、代行協会員（以下、「代行協会員」という）の役割を負う。 

 

本シリーズ・トラストの管理会社代行サービス会社は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧：大和住銀投信

投資顧問株式会社）（以下、「管理会社代行サービス会社」という）である。 

 

管理会社は、大和証券株式会社に対し、日本における販売会社（以下、「販売会社」という）として業務を行う権限を

与えた。 

 

本シリーズ・トラストでは、現在、豪ドル投資コースおよび日本円投資コースという2種類のユニットクラスが発行可能

である。 

本シリーズ・トラストおよび豪ドル投資コースは、オーストラリアドル建てで表示される。「AUD」および「$」が使用

される箇所はすべて、オーストラリアドルを意味するものとする。日本円投資コースは、日本円建て（「円」、「JPY」、

「¥」）で表示される。 

 

本シリーズ・トラストの投資目的は、オーストラリア・リート・インデックス（以下、「インデックス」という）に投

資する名目的な取引戦略（以下、「戦略」という）へのエクスポージャーを提供することで、投資家に対し、中長期的

な元本の成長および安定的な収益の提供を目指すものである。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

受託会社は、戦略に対するエクスポージャーを得るため、本シリーズ・トラストの受託会社としての権限に基づき、担

保付スワップ・カウンターパーティとの間でスワップ取引（以下、「担保付スワップ」という）を実行する。担保付ス

ワップは、約1年を取引期間とするトータル・リターン・スワップであり、これにより担保付スワップ・カウンターパー

ティは、以下を行う。 

 

(i） インデックスにリンクされたアンファンデッド・スワップに対し、少なくとも3社の市場参加者が参加した入札プ

ロセスにより価格を織り込む。および、 

 

(ii）インデックス、およびインデックスの構成銘柄において支払が想定される配当または分配に対する想定エクスポー

ジャーを提供する。 

 

この結果、本シリーズ・トラストの口座に対する受託会社は、担保付スワップ・カウンターパーティから、インデック

スのパフォーマンスに基づくリターン、およびインデックスの構成銘柄において支払が想定される配当または配分を受

け取ると想定されると共に、入札プロセスにより決定された価格を支払うと想定される。また、本シリーズ・トラスト

は、対応する配当宣言日に支払われるまでの期間において、インデックスにより受領した配当または分配金に対して累

積した利息も受け取る。これらの2つを合わせて「発生収益」という。本戦略へのエクスポージャーは、原則として担保

付スワップ開始時点における純資産価格（「純資産価格」は、全資産から、累積した報酬および費用を含む負債を差し

引いて求めた金額である）の100%である。 

 

担保付スワップ・カウンターパーティはまた、担保付スワップにより、本シリーズ・トラストの受託会社としての受託

会社に対し、受託会社が報酬代行会社の運営費用報酬（定義は23ページ）の支払に充当することを意図する運営費用

（以下、「費用クーポン」という）を支払うことに合意した。このため、受益者は、費用クーポンの分配に対していか

なる権利も持たない。 

 

最終買戻日 

本シリーズ・トラストは、信託約款の規定により早期終了した場合を除き、2021年9月16日または、強制買戻事由の発生

後の実務上可能な直近の買戻日として受託会社および管理会社の双方が合意した日のうち、より早い方の日（以下、

「最終買戻日」という）まで存続するものとする。 

 

受益証券は、以下のいずれかが最初に発生した時点で、強制的に償還される。 

 

(i） かかるユニットクラスに帰属する純資産価額が、豪ドル投資コースについては100万豪ドル、日本円投資コースに

ついては1億円またはこれを下回り、かかる評価日またはそれ以降において、管理会社がかかるユニットクラスの

すべての受益証券につき、全受益者に通知することにより強制的に償還すべきだと決定した場合。または、 

 

(ii）受託会社および管理会社が、受益証券をすべて強制償還すべきであると合意した場合（これには、受託会社と管理

会社が、担保付スワップの終了日において全受益証券の強制償還に合意した場合や、理由の如何を問わずかかる担

保付スワップの終了日以前に担保付スワップを終了する場合が含まれるが、これらに限られない。これらを「強制

買戻事由」という）。 
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各ユニットクラスにおいて強制買戻事由が発生した場合、すべての受益証券は最終買戻日において1口当たりの最終買戻

価格で償還される。各ユニットクラスにおける1口当たり最終買戻価格は、目論見書および付属資料22に従い、管理事務

代行会社がその単独の裁量に基づき、最終買戻日（かかる日が評価日ではない場合、その直前の評価日）における1口当

たり純資産価値により計算される。買戻日とは、当該ユニットクラスの各取引日であると共に、本シリーズ・トラスト

に対するファンド障害事由が発生していない日、および／または管理会社が適宜、本シリーズ・トラストまたは各ユ

ニットクラスに対してファンド障害事由が発生している日または期間だと認めた日でない日を指す。 

 

受益者は、各ユニットクラスの受益証券1口につき、最終買戻日の前における買戻日に、当該買戻日（または、買戻日が

評価日でない場合、直前の評価日）における当該ユニットクラスの1口当たり純資産価格と同額（以下、「買戻価格」と

いう）の支払いを受けるものとする。償還される各受益証券の買戻価格には、買戻手数料が適用されない。 

 

本財務諸表は、受託会社により、2021年2月1日付で公開することを許可されたものである。 

 

2. 重要な会計方針 

 

以下に、本財務諸表の作成にあたり採用された主な会計上の原則を示す。特に例外が記載された場合を除き、これらの

原則は対象期間全体を通じて一貫して採用されている。本財務諸表は、国際財務報告基準（IFRS）に従って作成された

ものである。IFRSに従って財務諸表を作成するためには、重要性の高い会計上の見積りを一定の範囲で利用することが

要求され、受託会社および管理会社に対しては、本シリーズ・トラストの会計原則を適用するにあたり各自の判断を下

すことが求められる。本財務諸表において、かかる想定および見積りが重要な要素となる分野については、注記4に記載

した。実際の結果は、かかる見積りと異なる場合もある。 

 

本シリーズ・トラストは、投資企業（IFRS第10号、IFRS第12号、およびIAS第27号に対する2012年の改訂）（以下、「改

訂」という）を適用したものである。運営者は、本シリーズ・トラストが投資企業の要件を満たすものであると結論し

た。 

 

金融資産および金融負債の分類と測定 

IFRS第9号では、金融資産の分類カテゴリーとして主に3種類が挙げられている：償却原価で測定する場合、純損益を通

じて公正価値で測定する場合（FVTPL）、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する場合（FVOCI）。IFRS第9号の下

での金融資産の分類は一般に、当該資産の管理に関するビジネスモデル、およびその契約上のキャッシュ・フロー特性

に基づいている。 

 

当初認識時に、本シリーズ・トラストの金融資産は、償却原価またはFVTPLで測定するものとして分類されている。 

金融資産は、次の条件をいずれも満たし、FVTPLで測定するものとして指定されていない場合に、償却原価で測定され

る： 

 

ｉ） 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的としたビジネスモデルの範囲

内で保有されている。および、 

ｉｉ）契約条件は特定日に、元本および利息の支払のみ（SPPI）で構成されるキャッシュ・フローを生じる。 
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次のいずれかに該当する場合、金融資産は純損益を通じて公正価値で測定される： 

 

ｉ）  契約条件は特定日に、元本および元本残高に対する利息の支払のみ（SPPI）で構成されるキャッ

シュ・フローを生じない。 

ｉｉ） 契約上のキャッシュ・フローを回収すること、または契約上のキャッシュ・フローを回収し、資産を

売却することのいずれかを目的としたビジネスモデルの範囲内で保有されていない。 

ｉｉｉ）他の基準では資産や負債の測定、またはそれらに対する損益の認識から生じる可能性のある、測定や

認識のミスマッチを消去または大幅に低減する場合、当初認識時にFVTPLで測定する金融資産として取

り消しできないように指定されている。 

 

契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかを評価する際、本シリーズ・トラストでは商品の契約条件を考慮する。こ

れには、金融資産が、かかる要件に合致しない、契約上のキャッシュ・フローの時期または金額を変化させる可能性の

ある契約条件を含んでいるかどうかの評価が含まれる。この評価を実施する際、本シリーズ・トラストでは以下の点を

考慮する： 

- キャッシュ・フローの金額または時期を変化させる可能性のある偶発事象 

- レバレッジ特性 

- 期限前償還、および契約期間延長 

- 特定の資産から発生するキャッシュ・フローに対する本シリーズ・トラストの請求権を制限する条件（例：

ノン・リコース特性）、および 

- 貨幣の時間価値の対価を変更する特性（例：定期的な金利更改） 

 

本シリーズ・トラストでは、次の2つのビジネスモデルを有しているかどうかを判断する： 

- 回収目的のビジネスモデル：これには、現金および現金同等物、ならびに売却した証券に対する未収金が含

まれる。これらの金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有される。 

- その他のビジネスモデル：これには損益を通じて公正価値で測定する金融資産が含まれる。これらの金融資

産は、公正価値ベースで管理、およびそのパフォーマンスを評価され、頻繁に売却される。 

 

金融商品の保有に関するビジネスモデルの目的を評価する際、本シリーズ・トラストでは、以下の点を含む、事業の管

理方法に関するすべての関連情報を考慮する： 

- 文書化された投資戦略、およびかかる戦略の実施状況。これには、投資戦略が契約上の利息の獲得、特定の

金利特性の維持、金融資産の期間が関連する負債もしくは予想キャッシュ・フローの期間に一致すること、

またはかかる資産の売却から発生するキャッシュ・フローの回収に注力しているかどうかを含む。 

- ポートフォリオのパフォーマンス評価方法、および本シリーズ・トラストの管理会社への報告方法。 

- ビジネスモデル（およびかかるビジネスモデルの範囲内で保有される金融資産）の業績に影響を与えるリス

ク、ならびにかかるリスクの管理方法。 

- 投資運用会社の報酬体系：例として、報酬が運用資産の公正価値または回収された契約上のキャッシュ・フ

ローに基づいているか。ならびに、 

- 前期における金融資産の売却の頻度、金額、時期、およびかかる売却の理由や将来の売却についての見込み。 
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認識の中止の要件を満たさない取引における第三者への金融資産の譲渡は、本目的の売却とは見なされず、本シリー

ズ・トラストで引き続き資産認識される。 

 

償却原価で測定する金融負債には、当座貸越、およびその他の負債に対する未払金が含まれる。 

 

金融資産の減損 

この「予想信用損失」（ECL）モデルは、償却原価で測定する金融資産およびFVOCIで測定する債券投資に適用されるが、

資本性金融商品の投資には適用されない。 

 

本シリーズ・トラストの評価によれば、ECLモデルは以下の理由により、本シリーズ・トラストが保有する金融資産につ

き重大な影響を及ぼさない。 

 

・大部分の金融資産はFVTPLで認識されており、これらの金融資産には上記の減損要件が適用されないため。 

 

・償却原価で測定する金融資産は、短期（満期が12カ月未満）であり、信用力が高く、および／または担保率が高いた

め。従って、これらの金融資産に対するECLは小規模であると予想される。 

 

2020年9月30日に終了する年度において公表されているものの、同期間において発効されていない新たな基準、改訂、お

よび解釈は以下の通り： 

 

2019年10月1日以降に開始する年度に対して適用される新基準および改訂基準が複数存在し、これらの早期適用が認めら

れている。ただし、本シリーズ・トラストは、財務諸表を作成するにあたり、これらの新基準または改訂基準の早期適

用を行わなかった。これは、このような新基準や改訂基準が本シリーズ・トラストの財務諸表に重大な影響を及ぼさな

いためである。 

 

 

2.1 現金および現金同等物 

本シリーズ・トラストは、すべての現金、外貨および当初満期が3カ月以内の短期預金を現金および現金同等物と見なす。

当座貸越は、財政状態計算書の負債の項目に表示される。 

 

2020年9月30日および2019年9月30日時点において、本シリーズ・トラストが保有する現金および現金同等物の残高は以

下の通り： 

 

    2020年  2019年 

定期預金    $ 4,213  $ 212 

財政状態計算書上の現金および現金同等物    $ 4,213  $ 212 

         

当座貸越     –   (67,149) 

キャッシュ・フロー計算書上の現金および現金同等物    $ 4,213  $ (66,937) 
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2.2 金融資産および金融負債 

 

（A）分類 

本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、以下のカテゴリーに分類する。 

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産： 

・FVTPLでの測定必須：担保付スワップへの投資 

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、以下により構成される： 

 

    2020年9月30日 - 時価  2020年9月30日 - 原価 

担保付スワップへの投資    $ 9,603,780  $ 9,578,786 

 

    2019年9月30日 - 時価  2019年9月30日 - 原価 

担保付スワップへの投資    $ 14,361,471  $ 14,365,770 

 

償却原価で測定する金融資産： 

・現金および現金同等物、ならびに売却した証券に対する未収金。 

 

償却原価で測定する金融負債： 

・その他の負債：当座貸越、およびその他の負債 

 

（B）認識／認識の中止 

本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、本トラストがかかる金融商品の契約条項の当事者となった

日付をもって認識する。金融商品の通常の購入および販売については、約定日、つまり本シリーズ・トラストがかかる

商品の購入または販売を約束した日付をもって認識する。金融資産に対しては、かかる商品から受領するキャッシュ・

フローに対する権利が消失した時点または、本シリーズ・トラストがかかる商品の所有権により発生する実質的にすべ

てのリスクおよび報酬を他者に移転した時点において、認識を中止する。契約上の義務が解除された、取り消された、

または終了した場合、金融負債の認識を中止する。 

 

（C）測定 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、包括利益計算書上で認識される取引費用とともに、当

初公正価値で認識される。当初の認識に引き続き、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債はすべ

て、公正価値により測定される。「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債」カテゴリーに含まれ

る金融資産につき、その公正価値の変動により発生する損益は、発生した時期を対象期間とする包括利益計算書に記載

される。投資売却に伴う実現損益は、先入先出法により算出される。 

 

純損益を通じて公正価値で測定するもの以外の金融資産および金融負債については、減損控除後の実効金利法を使用し

た償却原価で測定される。これらの商品は短期間またはただちに決済されるため、公正価値に近似している。 
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（D）公正価値の推定 

活発な市場で取引される金融商品（市場デリバティブおよび売買目的有価証券等）の公正価値は、報告書作成日におけ

る市場価格の終値に基づいて測定される。公正価値は、測定日において所定の手続きに基づいて市場参加者との間で行

われる、資産の売却により受領する価格、または負債の移転のために支払う価格として定義される。負債の公正価値は、

かかる負債の不履行リスクを反映するものである。市場価格を参照することが困難な投資またはその他の資産について

は、管理会社の助言に基づき受託会社が採用した手続きに従って、誠意に基づいて公正価値を測定するものとする。結

果として発生した未実現損益の変動は、包括利益計算書に反映される。 

 

（E）担保付スワップへの投資 

受託会社は、本シリーズ・トラストの受託会社としての権限に基づき、担保付スワップ・カウンターパーティとの間で、

本シリーズ・トラストの口座に対する戦略のパフォーマンスに連動した担保付スワップ取引を締結する。同担保付ス

ワップの約定日は2016年9月26日（以下、「約定日」という）であり、同担保付スワップは豪ドル建てのおよそ1年間を

期間とする契約である（期間は、担保付スワップ・カウンターパーティの裁量に従い延長可能である）。 

 

2.3 売却した証券に係る未収金および購入した証券に係る未払金 

売却した証券に対する未収金および購入した証券に対する未払金は、それぞれ売却または購入契約を締結したものの、

財政状態計算書の日付において決済が完了していない取引を指す。これらの金額は、当初およびその後において、公正

価値から売却した証券に係る未収金の減損引当金を差し引いた額として測定される。減損引当金は、本シリーズ・トラ

ストが、売却した証券に対する未収金の全額を回収することが不可能となるであろう客観的な事実が存在する場合に計

上される。売却した証券に対する未収金に対して減損が生じうる兆候としては、仲介業者が深刻な財政上の困難を抱え

ている場合、仲介業者が破産または財務整理に直面する蓋然性がある場合、および支払の不履行が生じている場合が挙

げられる。 

 

2.4 金融商品の相殺 

実現した額を相殺する法的に執行可能な権利を保有し、ネットベースで決済する意図または資産の認識と負債の決済を

同時に行う意図がある場合に限り、金融資産および金融負債を相殺し、財政状態計算書において相殺後の額を報告する

ものとする。2020年9月30日時点および2019年9月30日時点で、いずれの金融資産および金融負債も総額で表示されてお

り、そのいずれも金融商品の相殺の基準を満たしていないため、本財政状態計算書においてはいかなる金融資産および

金融負債の相殺も行っていない。 

 

2.5 費用 

包括利益計算書において、費用は発生主義により認識される。 

 

2.6 外貨の換算 

 

（A）機能通貨および表示通貨 

本シリーズ・トラストのパフォーマンスは、豪ドル建てで測定され、投資家に報告される。受託会社は豪ドルをもって、

本シリーズ・トラストの原資産の取引および各種の事象および環境が及ぼす経済的影響を最も忠実に反映する通貨であ

ると見なす。財務諸表における表示には、本シリーズ・トラストの機能通貨および表示通貨である豪ドルを使用する。 
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（B）取引および残高 

外貨建ての金融資産および金融負債は、評価日に豪ドルに換算される。外貨建ての金融資産および金融負債の購入およ

び売却、受益証券の発行および買戻、収益および費用は、各取引の実行日に豪ドルに換算される。 

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に対する、為替レートの変動による報告書上の実現または

未実現の純損益は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に対する実現した純損益に含まれ、純

損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に対する未実現評価損益の純変動は、包括利益計算書に含ま

れる。 

 

外国為替取引および換算による実現および未実現の利益または損失は、別途包括利益計算書において開示する。 

 

2.7 分配 

本戦略では、各四半期において一定額の収益が発生する可能性がある。本シリーズ・トラストの現行ポリシーにおいて

は、受益者に対し、四半期ごとの分配日において、対応する分配期間において発生した収益に準じた金額の分配金を支

払うものとする。 

 

四半期ごとの分配額は、以下の個別要素により算出するものと予測される： 

 

(i） インデックスのパフォーマンスによるリターンおよび戦略により支払われた配当または分配金と同額（該当する

課税分を差し引いた額）。および、 

 

(ii）対応する分配日に支払われるまでの期間において、上記（i）により受領した配当または分配金に対して累積し

た利息（上記の（i）および（ii）を以下、「発生収益」という）。 

 

各分配日において支払われる分配額については、管理会社がその単独の裁量の下で、様々な要因のうち、発生収益、戦

略による実現および未実現のキャピタル・ゲイン、および諸費用を考慮した上で、四半期ごとにユニット単位で決定す

る。管理会社は、適切であると考える場合に特定の四半期における分配を実施しないことを選択できる。管理会社がか

かる選択を行いうる状況としては、管理会社がその単独の裁量の下で、本シリーズ・トラストの投資目標およびポリ

シーが前四半期比においてマイナスのパフォーマンスに終わったと判断した場合や、管理会社の判断により無配当が適

切であると思われる程度にアンダーパフォームしたと判断される場合が含まれるが、これらに限られない。 

2020年9月30日および2019年9月30日に終了した各年度において公表および支払われた分配額は以下の通り： 

 

    
2020年 

合計金額 
 

2019年 
合計金額 

豪ドル投資コース    $ 207,371  $ 198,430 

日本円投資コース     146,550   182,083 

    $ 353,921  $ 380,513 
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2.8 受益証券の買戻 

本シリーズ・トラストでは、受益者の選択に従って買戻可能な受益証券が2種類設定されている。本シリーズ・トラスト

では、IAS第32号（改訂）「金融商品：表示」に従い、プッタブル金融商品を負債に分類している。 

同改訂では、特定の厳格な条件が満たされる場合、金融負債の定義を満たすプッタブル金融商品を資本に分類すること

を要求している。この条件には、以下が含まれる： 

 

・かかるプッタブル金融商品が、受益者に対し、純資産の比例的な取り分に対する権利を与えるものであること。 

 

・かかるプッタブル金融商品が、他のすべてのクラスに劣後する金融商品のクラスに属し、クラスの特徴が同一で

あること。 

 

・発行者の買戻義務を別として、現金またはその他の金融資産を提供する契約上の義務が存在しないこと。および、 

 

・かかる金融商品の存続期間にわたり、同商品に帰属する予想キャッシュ・フローの総額が、実質的に発行者の損

益に基づくものであること。 

 

本シリーズ・トラストの受益証券は、上記の条件をすべて満たしていないため、2020年9月30日時点、および2019年9月

30日時点において金融負債に分類される。 

 

受益証券は、常に、本シリーズ・トラストの純資産価値に対する持分割合と同一の現金により償還することが可能であ

る。 

 

受益者が所有する受益証券を本シリーズ・トラストに償還する権利を行使する場合、かかる受益証券の価格は、財政状

態計算書の日付において未払いである買戻額により算定される。 

 

受益証券は、発行または買戻の時点における、本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価格により発行または買戻され

る。本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価格は、受益者に帰属する純資産の総額を、ユニットクラスごとの発行済

受益証券口数で除することによって算定される。詳細については注記3を参照のこと。 

 

2.9 補償 

受託会社と管理会社は、本シリーズ・トラストの代理人として、様々な補償条項を含む特定の契約を締結する。これら

の契約に基づく本シリーズ・トラストのエクスポージャーの上限値は、未公開である。ただし、本シリーズ・トラスト

は現在まで、これらの契約に基づく損失の申立を受けておらず、損失リスクは限定的であると予測される。 

 

2.10 受益証券の募集に対する未収金および受益証券の買戻に対する未払金 

受益証券の募集に対する未収金は、財政状態計算書の発行日時点で未収の発行額を用いて計上される。買戻された受益

証券の未払金は、財政状態計算書の発行日時点で未払いの買戻額を用いて計上される。 
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2.11 FVTPLで測定する金融商品による純益 

FVTPLで測定する金融商品による純益には、金融資産および負債にかかる実現および未実現損益、ならびに発生収益が含

まれる。FVTPLで測定する金融商品から生じる実現純損益は、先入先出法により算出される。FVTPLで測定する金融資産

および金融負債から生じる実現純損益は、金融商品の原価と売却取引の決済価格の差額に相当する。 

 

FVTPLで測定する金融資産および金融負債から生じる未実現評価損益の純変動は、報告期間の開始日における金融資産の

帳簿価額、またはかかる金融資産を当報告期間に取得した場合は取引価格と、報告期間の終了日における帳簿価額との

差額に相当する。 

 

受取利息は、実効金利法を使用して算出され、発生時に計上される。包括利益計算書に適切に表示された受取利息およ

び支払利息は、FVTPLで測定する金融資産および金融負債に対する配当から成る。受取利息は、発生収益の一部として含

まれている。2020年9月30日および2019年9月30日に終了した各年度において、それぞれ受取利息$353,921および

$308,387を計上した。 

 

2.12 法人税等 

本トラストは、ケイマン諸島政府により、2063年12月2日まで現地のすべての所得、利益およびキャピタル・ゲインに対

する税金を免除するとの保証を得ている。現時点において、上記の諸税がケイマン諸島により課されることはない。 

 

本シリーズ・トラストは、複数の国において投資収益およびキャピタル・ゲインに対して課される源泉徴収税を発生さ

せている。この投資収益またはキャピタル・ゲインは、包括利益計算書において、源泉徴収税を含む総額として記載さ

れる。源泉徴収税は、包括利益計算書における独立した1つの項目として記載される。2020年9月30日および2019年9月30

日に終了した各年度において、源泉徴収税の支払はなかった。 

 

本シリーズ・トラストでは、ケイマン諸島以外の国に所在する企業の株式への投資を選択することができる。これらの

国々の多くでは、本シリーズ・トラストを含む非居住者にも適用される、キャピタル・ゲインへの課税を定めた税法が

導入されている。これらのキャピタル・ゲインへの課税額は申告納税方式により決定される必要があるため、これらの

課税については本シリーズ・トラストの仲介業者による「源泉徴収」ベースでの控除は行わない。 

 

IAS第12号「法人所得税」に従い、本シリーズ・トラストは、特定の外国における関連する税務当局がすべての事実およ

び状況について完全な知識を持つことを前提として、同当局が同国の税法に基づき、本シリーズ・トラストが同国にお

いて獲得したキャピタル・ゲインに対して税金負債を要求する可能性が高い場合、この税金負債を認識することが要求

される。この税金負債は、同国において導入された税法および税率、または当該報告年度末までに実質的に導入された

税法および税率を用いて、該当する税務当局に対して支払うべき額として算定される。ただし、現行の税法がオフショ

ア投資のシリーズ・トラストに対してどのように適用されるかについては不明確な場合がある。この場合、税金負債が

究極的に本シリーズ・トラストの負担になるかどうかについて不確実性が生じる。このため、運営者は、不確実な税金

負債を測定する際に、関連の税務当局が公式または非公式な方法によりどのような課税を行っているかを含む、税負担

の可能性に影響を及ぼしうる入手可能な関連事実および状況につき、これらすべてを考慮に入れるものとする。 

 

2020年9月30日および2019年9月30日の時点において、管理会社は、本シリーズ・トラストには、付属の財務諸表上に計

上すべき未実現の税控除に対する負債が存在しないと判断した。管理会社は最善を尽くして上記の判断を下したもので

あるが、本シリーズ・トラストが獲得したキャピタル・ゲインに対して外国の税務当局が課税するリスクは排除できな

い。このような課税は事前の通告なしに生じうるものであり、遡及的に課税される可能性もあり、その結果として本シ

リーズ・トラストの損失を招く可能性がある。 
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財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

3. 受益証券の買戻し 

 

本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価格は、本シリーズ・トラストの純資産価格を本シリーズ・トラストの同時点

における発行済受益証券口数で除することにより計算される。管理事務代行会社は、各取引日の業務終了において、本

シリーズ・トラストの純資産価格を算出する。 

 

受益証券の価格は、すべての目的において豪ドル投資コースについては豪ドルで算出および支払い、日本円投資コース

については円で算出および支払われる。 

 

当初購入時における最低ユニット数は1口であり、1口に満たない端数の注文は認められない。全受益者は、購入申込書

への記入を完了する必要がある。豪ドル投資コースの当初購入価格は1口あたり100豪ドルであり、日本円投資コースの

当初購入価格は1口あたり1,000円である。 豪ドル投資コースに対するすべての支払いは豪ドルで行い、日本円投資コー

スに対する支払いは円で行わなければならない。受託会社は、理由の如何を問わず、また理由を提示することなく、い

かなる購入も拒否する権限を持つ。 

 

受益証券が初回に発行された後、適格な投資家はその後の募集日において当該の募集価格により受益証券を購入するこ

とができる。豪ドル投資コースに対するすべての支払いは豪ドルで行い、日本円投資コースに対する支払いは円で行わ

なければならない。受託会社は、理由の如何を問わず、また理由を提示することなく、いかなる購入も拒否する権限を

持つ。 

 

受託会社または受託会社が正式に指定した代理人は、関連する募集日から2営業日以内の午後2時（ロンドン時間）まで

に、受益証券に対する募集価格を通知されなければならない。募集への申込を取り消すことはできない。 

 

2020年9月30日時点における、純資産合計、発行済受益証券口数、および1口あたり純資産価格は以下の通り： 

 

ユニットクラス 純資産価格  発行済受益証券口数  
受益証券1口当たり 

純資産価格 

豪ドル投資コース $ 5,517,702   62,230  $ 88.666 

日本円投資コース  4,086,325   350,173   11.669 

 $ 9,604,027   412,403    

 

2019年9月30日時点における、純資産合計、発行済受益証券口数、および1口あたり純資産価格は以下の通り： 

 

ユニットクラス 純資産価格  発行済受益証券口数  
受益証券1口当たり 

純資産価格 

豪ドル投資コース $ 8,677,086   77,649  $ 111.748 

日本円投資コース  5,684,644   387,273   14.679 

 $ 14,361,730   464,922    
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財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

本受益証券の機能通貨は豪ドルである。 

 

2020年9月30日および2019年9月30日時点において、全発行済受益証券は受益者1社が保有しており、同受益者は純資産の

持分100%を保有する。 

 

受益者が保有する受益証券を移転する場合、受託会社による事前の書面による合意が必要であるが、受託会社はこの申

請に対して合理的な理由なく保留または遅延してはならない。受益証券の移転は、本シリーズ・トラストの受益者登録

簿に記載されない限り効力を持たず、受託会社または受益者に対する拘束力を持たない。 

 

各受益者は、受託会社または受託会社が正式に指定した代理人に対し、受益者が保有する受益証券の全部または一部に

つき、適当な買戻日における買戻価格で買戻すことを要請する買戻通知を提出することができる。買戻請求は、適用さ

れる通貨による金額または受益証券の口数を指定して提出することができる。上記の通知が、受益者登録簿に記録され

た受益者の保有するすべての受益証券についてでない場合、受託会社はその単独の裁量に基づき、買戻の最小単位を1口

と定めることができる。買戻請求を取り消すことはできない。 

最終買戻日に先立って受益証券の買戻を行う場合、買戻される個別の受益証券に対して買戻手数料は適用されない。 

 

いずれのユニットクラスについても、受益証券の買戻に関して受益者に対して発生する未払金は現金で支払われるもの

とするが、受託会社が、管理会社との協議の上で、受益者の最善の利益に資すると判断する場合は、受託会社が保有す

る証券の提供による物納（または一部を物納）することも可能である。受託会社が上記のように判断する場合、買戻し

を行う受益者に対して同日に実施されるすべての分配は、同一の基準により実施される。 

 

さらに、受益者への未払金から為替両替の全費用を控除するという条件の下で、受益者は、希望する適用通貨で自由に

入手可能なその他の通貨による支払いを受けることが可能である。かかる買戻の代金については、実際の分配までの期

間において利息が発生しない。 

 

2020年9月30日および2019年9月30日に終了した各年度において、発行された受益証券および買い戻された受益証券、な

らびに発行済受益証券による収支は以下の通り： 

 

ユニットクラス 2019年9月30日時点 
発行された受益証券 

による収入 
買戻された受益証券 

に係る支払 
2020年9月30日時点 

豪ドル投資コース $ 7,972,190 $ 495,464 $ (2,093,870) $ 6,373,784 

日本円投資コース  5,677,760  –  (491,157)  5,186,603 

合計 $ 13,649,950 $ 495,464 $ (2,585,027) $ 11,560,387 

 

ユニットクラス 2018年9月30日時点 
発行された受益証券 

による収入 
買戻された受益証券 

に係る支払 
2019年9月30日時点 

豪ドル投資コース $ 6,438,570 $ 3,252,811 $ (1,719,191) $ 7,972,190 

日本円投資コース  9,815,371  –  (4,137,611)  5,677,760 

合計 $ 16,253,941 $ 3,252,811 $ (5,856,802) $ 13,649,950 
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2020年9月30日および2019年9月30日に終了した各年度において、発行された受益証券の口数、買い戻された受益証券の

口数、および発行済受益証券の口数は以下の通り： 

 

ユニットクラス 2019年9月30日時点 発行済受益証券 買戻された受益証券 2020年9月30日時点 

豪ドル投資コース  77,649  5,110  (20,529)  62,230 

日本円投資コース  387,273  –  (37,100)  350,173 

合計  464,922  5,110  (57,629)  412,403 

 

ユニットクラス 2018年9月30日時点 発行済受益証券 買戻された受益証券 2019年9月30日時点 

豪ドル投資コース  64,147  29,595  (16,093)  77,649 

日本円投資コース  689,618  –  (302,345)  387,273 

合計  753,765  29,595  (318,438)  464,922 

 

1口当たり純資産価格の算定が中止されている場合においては、受益証券の発行および買戻、ならびにかかる取引に関す

る支払は停止される。受託会社はかかる業務停止が開始または解除となった場合、実務上可能なかぎり迅速に受益者に

通知する。上記の業務停止期間においても、募集への申請および買戻通知を取り消すことはできず、場合に応じて次の

募集日または買戻日に処理される。 

 

4. 重要な会計上の見積りおよび判断 

 

運営者は、報告された資産および負債の額に影響を及ぼす、将来に関する見積りおよび判断を行う。見積りは継続的に

評価され、過去のデータに加えて、当該状況の下で発生することが合理的だと考えられる将来の事象の予測を含むその

他の要素に基づいて推定される。その結果である会計上の見積りは、その性質上、関連する実際の結果と一致すること

は稀である。本シリーズ・トラストは、適宜、店頭デリバティブをはじめとする活発な市場で取引されていない金融商

品を保有する場合がある。これらの商品の公正価値については、各種のバリュエーション技法を用いて決定する。公正

価値の決定にバリュエーション技法（例：モデル）が使用される場合、その内容の正確性は管理会社により確認され、

定期的に検証される。 

 

5. 財務リスク管理 

 

5.1 本シリーズ・トラストの主なリスクファクター  

本シリーズ・トラストの投資ポートフォリオは、担保付スワップにより構成される。本シリーズ・トラストの運用は、

様々な財務リスクを伴う。具体的には、市場リスク（通貨リスク、金利リスク、価格リスクを含む）、信用リスク、お

よび流動性リスクである。これらのリスク管理は、受託会社が承認した各種ポリシーに基づき、管理会社が担当する。 
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本シリーズ・トラストは、様々な種類のリスクに対処するにあたり、その測定および管理をリスクの種類に応じて異な

る方法で行う。この方法の詳細については、以下に記載した。 

 

（A）市場リスク 

 

（i）通貨リスク 

本シリーズ・トラストが投資する担保付スワップ取引においては、本シリーズ・トラストの機能通貨以外の通貨建てで

表示されるか、取引される場合がある。このため、外国為替レートの変動により、本シリーズ・トラストのポートフォ

リオの価値が影響を受ける場合がある。 

 

一般に、本シリーズ・トラストの機能通貨が他の通貨と比較して割高になった場合、本シリーズ・トラストの機能通貨

への両替時においてかかる他の通貨の価値が低下するため、かかる他の通貨建ての証券の価値も低下する。反対に、本

シリーズ・トラストの機能通貨が他の通貨と比較して割安になった場合、かかる他の通貨建ての証券は価値が上昇する。 

一般に「通貨リスク」と呼ばれるこのリスクは、本シリーズ・トラストの機能通貨の為替レートが上昇した場合、投資

家へのリターンが減少し、機能通貨の為替レートが下落した場合、同リターンが上昇することを意味する。為替レート

は短期間に大きく変動する可能性があり、その原因としては金利の変動、各国政府や中央銀行、IMFといった国際機関に

よる介入（もしくは介入の失敗）、通貨管理の実施、またはその他の政治的状況の変化が含まれる。この結果、本シ

リーズ・トラストが投資する外国通貨建ての証券のリターンが減少する場合がある。本シリーズ・トラストが保有する

ポジションの一部は、通貨の価格変動の予測から利益を得ることを意図したものである。将来価格の予想は本質的に不

確実なものであり、市場がポジションと逆方向に変化した場合に被る損失は、ヘッジされない。一般に、価格変動の絶

対値を予測する試みは、相対的な価格変動を予測する試みと比較して、より投機的な意味合いが強いと考えられている。 

 

様々な種類の外国通貨建ての取引を利用することにより、本シリーズ・トラストまたはそのユニットクラスは、そのパ

フォーマンスが特定の通貨（複数の場合も含む）の値動きにより一定の影響を受けるエクスポージャーを持つ。管理会

社が有効な為替対策プログラムを実行することは保証できず、本シリーズ・トラストの機能通貨が、本シリーズ・トラ

ストまたはユニットクラスが投資する商品で使用されるその他の通貨に対して割安となった場合、本シリーズ・トラス

トまたはユニットクラスは、為替業務に起因する損失を抱える可能性がある。さらに、本シリーズ・トラストまたはユ

ニットクラスは、管理会社が指定した通貨戦略により取引費用を発生させる場合がある。 

 

以下の表は、2020年9月30日時点における本シリーズ・トラストの通貨リスクに対するエクスポージャーの概要を示した

ものである。 

 

2020年9月30日時点  
現金および現金 

同等物 
担保付スワップ 

その他の資産 
および負債 
（純額） 

純資産 
純資産全体に 
対する割合 

（%） 

日本円 JPY $ 3,920 $ 4,063,020 $ (3,966) $ 4,062,974 42.3% 

米ドル USD  200  -  -  200 0.0% 

   4,120  4,063,020  (3,966)  4,063,174 42.3% 

豪ドル AUD  93  5,540,760  -  5,540,853 57.7% 

  $ 4,213 $ 9,603,780 $ (3,966) $ 9,604,027 100.0% 
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以下の表は、2019年9月30日時点における本シリーズ・トラストの通貨リスクに対するエクスポージャーの概要を示した

ものである。 

 

2019年9月30日時点  
現金および現金 

同等物 
担保付スワップ 

その他の資産 
および負債 
（純額） 

純資産 
純資産全体に 
対する割合 

（%） 

日本円 JPY $ - $ 5,659,494 $ (48) $ 5,659,446 39.4% 

米ドル USD  212  -  -  212 0.0% 

   212  5,659,494  (48)  5,659,658 39.4% 

豪ドル AUD  -  8,701,977  95  8,702,072 60.6% 

  $ 212 $ 14,361,471 $ 47 $ 14,361,730 100.0% 

 

以下の表は、2020年9月30日および2019年9月30日時点における、外国為替レートの変動に対する本シリーズ・トラスト

が保有する資産および負債の感応度の概要を示したものである。以下の分析は、他のすべての変動要素が一定であると

仮定した上で、対象となる外国通貨の対豪ドルレートが、表に示した割合（パーセント）上昇（下落）したという想定

に基づく。この表は、運営者が過去のデータに基づくこれらのレートのボラティリティを考慮した上で、外国為替レー

トの合理的な変動範囲について最善の見積りを示したものである。 

 

通貨 
2020年における通貨レートの合理的な 

変動範囲 
本シリーズ・トラストの純資産に対する影響 

     

JPY +/- 4.54% +/- 184,459 

USD +/- 6.82% +/- 14 

 

通貨 
2019年における通貨レートの合理的な 

変動範囲 
本シリーズ・トラストの純資産に対する影響 

     

JPY +/- 11.33% +/- 641,215 

USD +/- 6.51% +/- 14 

 

（ii）金利リスク 

本シリーズ・トラストが保有する金融資産および金融負債の大部分は、利息を発生しない。本シリーズ・トラストが保

有する有利子資産は、現金および満期が3カ月未満の現金同等物である。その結果、本シリーズ・トラストは、市場金利

の現行水準の変動により重大なリスクを負わない。 

 

担保付スワップは、本シリーズ・トラストが担保付スワップ・カウンターパーティに対し1か月LIBOR（ロンドン銀行間

貸出金利）にスプレッドを加えた変動金利を支払う一方、担保付スワップ・カウンターパーティからAS51Prop指数のパ

フォーマンスを受け取る。LIBORは毎月リセットされる。 
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（iii）市場価格リスク 

本シリーズ・トラストが保有する証券の市場価格は変動しうるものであり、場合によっては急激に、または予測とは異

なる値動きをする可能性がある。証券の価値は、一般に証券市場に影響を与える諸要素、特に証券市場における特定の

業種に影響を与える諸要素を起因として下落する場合がある。特定の証券の価値は、特定の企業に具体的に関連してい

ない市場全般の環境により下落しうるものであり、そのような例としては、実際または見かけ上の経済状況の悪化、特

定の証券もしくは金融商品に対する需給関係、企業収益に対する全般的な見通し、金利もしくは通貨レートの変動、ま

たは投資家心理の悪化などが挙げられる。また、労働力不足や製造コストの上昇、特定の業界内における競争環境など、

特定の業界または業界群に影響を及ぼす要因によっても、証券価格の下落は生じうる。証券市場全体が下降傾向にある

場合、複数の資産クラスの価値が同時に下落する場合がある。株式は債券に比べて、価格のボラティリティがより大き

い。 

 

価格リスクとは、本戦略に特定の要因によるか、当該市場で取引される全金融商品に影響を及ぼす要因によるかを問わ

ず、市場価格の変動の結果として、投資の価値が変動するリスクを指す。 

 

本シリーズ・トラストが保有する投資の価値は、包括利益計算書において認識された公正価値の変動に基づく公正価値

により算定されているため、市場環境におけるすべての変動は、純資産の合計および包括利益の合計に直接的な影響を

及ぼす。 

 

2020年9月30日および2019年9月30日において本戦略に含まれる資産価格が1%上昇した場合、受益者に帰属する純資産は

それぞれ9万6,038豪ドルと14万3,615豪ドル増加する。反対に、資産価格が1%下落した場合、純資産はそれぞれ9万6,038

豪ドルと14万3,615豪ドル減少する。 

 

（B）信用リスク 

本シリーズ・トラストは、カウンターパーティが満期時において負債の全額を支払うことができないリスクである信用

リスクに対するエクスポージャーを有する。減損引当金は、財政状態計算書の作成日までに発生した損失に対して割り

当てられるものである。 

 

信用リスクは、金融商品のカウンターパーティが、本シリーズ・トラストとの間で締結した義務または債務を履行しな

いリスクを指す。管理会社は、個別のカウンターパーティへのエクスポージャーに基づいて集中リスクを決定する。本

財政状態計算書の作成日において、すべての純資産は担保付スワップ・カウンターパーティにより保有されている。 

 

担保付スワップ・カウンターパーティは受託会社に対し、受益者の利益のために担保を提供しており、担保付スワッ

プ・カウンターパーティが担保付スワップ取引に基づく支払およびその他の義務の履行を怠った場合において、受託会

社はかかる担保を利用することができる。ただし、かかる担保が、担保付スワップ取引に基づく担保付スワップ・カウ

ンターパーティの支払義務を満たすのに充分な価値を持つことは保証されない。 

 

担保の価値が事前に定められた担保カバー率を下回った場合、契約により担保付スワップ・カウンターパーティは追加

の担保を提供しなければならない。2020年9月30日時点、および2019年9月30日時点において、本シリーズ・トラストが

保有する担保の価値は、それぞれ9,649,450豪ドル（6,916,243米ドル）および14,621,278豪ドル（9,861,321米ドル）で

ある。 

信用リスクは、取引の相手先に信頼できる金融機関およびカウンターパーティを選ぶことにより軽減される。管理会社

は、かかる相手先における信用状態および財政状態を継続的に監視することにより、このリスクを監視する。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

2020年9月30日時点および2019年9月30日時点における、全金融資産を対象とする信用リスクへの最大エクスポージャー

は、財政状態計算書に記載された帳簿価額である。ただし、担保を請求した場合の正味実現可能価額を含まない。これ

らの資産のうち、減損した資産または満期を超えたものは存在しない。 

 

本シリーズ・トラストの証券取引における清算および預託業務は、主に保管会社が担当するが、かかる保管会社は

フィッチ信用格付けでAプラスを得ている。2020年9月30日および2019年9月30日現在、担保付スワップは、クレディ・ス

イス・インターナショナルとの間で締結した契約であり、ムーディーズの格付けによりA1の評価を得ている。 

 

2020年9月30日時点、および2019年9月30日時点において、すべての現金および現金同等物は、保管会社により保管され

ている。 

 

（C）流動性リスク 

流動性リスクは、特定の投資を購入または売却することが困難な場合に生じる。本シリーズ・トラストによる非流動性

証券への投資は、かかる非流動性証券を有利な時期または価格で売却することが不可能である場合があるため、本シ

リーズ・トラストのリターンを減少させる可能性がある。本シリーズ・トラストの主要な投資戦略が、先進国以外の国

における証券や、重大な市場リスクおよび／または信用リスクを抱える証券を含む限りにおいて、本シリーズ・トラス

トは、流動性リスクに関して最大のエクスポージャーを有する傾向がある。本シリーズ・トラストの保有する証券は、

組織的市場において取引されておらず、流動性がない可能性がある。その結果、本シリーズ・トラストは、流動性要件

を満たす目的で、かかる証券への投資を公正価値に近い価格で迅速に現金化できない可能性がある。 

 

本シリーズ・トラストの約款は、受益証券を毎日解約できる条項を定めているため、買戻しに必要な金額を満たすのに

充分な証券の売却ができない場合は常に、受益者の買戻しに応じる上での流動性リスクが生じる。受益証券は、受益者

が権利を行使することにより買戻される。ただし、これらの商品の保有者は一般に中長期的に保有するため、受託会社

はこの開示された契約上の満期が実際のキャッシュ・フローを反映するとは想定していない。 

 

管理会社は、本シリーズ・トラストの流動性ポジションを継続的に監視する。金融負債の契約上の残余期間は、3カ月未

満である。流動性リスクは、非流動性資産に対する投資の割合を本シリーズ・トラストが保有する純資産価値の15%未満

に抑えることにより管理される。空売りされる証券の合計価格は、常に本シリーズ・トラストの純資産価格を下回るも

のとする。 

以下の表は、財政状態計算書の日付における契約上の満期日を基準として、本シリーズ・トラストが保有する金融負債

につき、残存期間に従って満期によりグループ化して分析したものである。本表に記載した額は、契約上の割引前

キャッシュ・フローである。 

 

2020年9月30日時点  1カ月未満  1〜3カ月  合計 

その他の負債 $ 3,966 $ – $ 3,966 

契約上のキャッシュ・アウト・フロー（受益者に
帰属する純資産を除く） 

$ 3,966 $ – $ 3,966 

 

2019年9月30日時点  1カ月未満  1〜3カ月  合計 

当座貸越 $ 67,149 $ – $ 67,149 

契約上のキャッシュ・アウト・フロー（受益者に
帰属する純資産を除く） 

$ 67,149 $ – $ 67,149 
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（豪ドルで表示） 

 

（D）リスク管理 

本シリーズ・トラストの投資運用会社のチームは、ポートフォリオに含まれるすべてのポジションおよびリスクの数値

指標について定期的に報告業務を行う、特定のリスク管理システムおよび専門家の支援を受ける。潜在的な投資家は、

フェイルセーフなリスク管理システムは存在せず、管理会社が採用したリスク管理フレームワーク（例：ストップウィ

ン、ストップロス、シャープレシオ、ロスリミット、バリューアットリスク、あるいは現在知られているその他の方法

または今後開発される方法）が、その目的を達成し、大規模な損失を防止またはその規模を限定することに成功すると

いう保証はないことを理解する必要がある。将来の取引パターンや将来の金融市場において投資商品にどのような価格

が付くかについて、正確に予測することを保証するような、リスク管理システムおよびテクニック、または価格モデル

は存在しない。 

 

（E）資本リスク管理 

本シリーズ・トラストの資本は、受益者に帰属する純資産である。本シリーズ・トラストは、受益者の裁量により毎日

の募集および買戻が行われるため、受益者に帰属する純資産の金額は毎日大幅に変動しうるものである。資本管理にお

ける本シリーズ・トラストの目標は、受益者にリターンを提供し、その他の関係者に報酬を提供するため、および強固

な資本ベースを維持することにより本シリーズ・トラストの投資活動の発展を支援するため、本シリーズ・トラストが

継続企業として存続する能力を保護することである。資本構成を維持または修正するため、本シリーズ・トラストのポ

リシーに基づき以下を実行する。 

 

・流動資産との比較における、毎日の募集および買戻の水準を監視し、本シリーズ・トラストが受益者に支払う配分額

を調整する。 

 

・本シリーズ・トラストの約款に従い、受益証券の買戻および新規発行を行う。 

 

管理会社は、受益者に帰属する純資産価値を基準として資本の変動を監視する。 

 

5.2 本シリーズ・トラストのその他のリスク  

 

（A）保管リスク 

本シリーズ・トラストが保有するすべての証券につき、受託会社および管理会社のいずれもその管理権を持たない。保

管会社または、保管会社の役割を果たすべく選択されたその他の銀行または仲介業者が破綻する可能性があり、この場

合、本シリーズ・トラストは、これらの保管会社が保有するファンドまたは証券の全体または一部を失う可能性がある。 

 

（B）免責リスク 

受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社、およびその他の関係者、ならびにそれらの代理人、代表者、オ

フィサー、社員、および関係者は、1口当たり純資産価値が低下するような特定の状況において、本シリーズ・トラスト

の資産に対する責任を免じられる権利を有する。 
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2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

（C）決済リスク 

一部の海外市場における決済および清算手続きは、米国、欧州、および日本における場合と大きく異なる。海外市場に

おける決済および清算手続き、ならびに取引関連の規制は、米国内での投資の決済では通常発生しない特定のリスクを

生じる可能性がある（証券に対する支払や証券の提供の遅延等）。場合によっては、一部の外国における決済において、

取引された証券の口数が一致しない場合がある。これらの問題は、管理会社が本シリーズ・トラストの口座に対する取

引を行うことを困難にする可能性がある。 

 

管理会社が原資産となる証券の購入につき決済できないか、決済が遅延した場合、有利な投資機会を取り逃がす可能性

があり、本シリーズ・トラストの資産の一部が未投資となり、一定の期間においてリターンを獲得できない結果が生じ

うる。管理会社が証券の売却の決済ができないか、決済が遅延した場合、かかる証券の価値がその後下落すると本シ

リーズ・トラストに対して損失が発生しうる。また、管理会社がかかる証券を第三者に売却する契約を結んでいた場合、

本シリーズ・トラストは発生したすべての損失に対して補償責任を負う可能性がある。 

 

（D）カウンターパーティ・リスクおよび仲介リスク 

管理会社またはその権限を移譲された者が、本シリーズ・トラストの口座のために取引または投資を行う相手先である、

保管会社をはじめとする銀行や証券会社を含む金融機関およびカウンターパーティは、財政状態が悪化し、本シリー

ズ・トラストに関してそれぞれが抱える債務の履行が不可能になる可能性がある。このような債務不履行が発生した場

合、本シリーズ・トラストは大きな損失を被る可能性がある。管理会社はさらに、特定の取引の安全性を高めるため、

本シリーズ・トラストの口座のためにカウンターパーティに対して担保を提供する場合がある。 

 

本シリーズ・トラストは、財政状態計算書において、いかなる金融資産または金融負債についても相殺を行っておらず、

いかなるデリバティブ資産も保有していない。 

 

（E）発生収益および分配 

必ずしも収益を発生させるとは限らない。分配金は、受益証券に帰属する投資元本から、その全体または一部を支払う

ものとするが、発生収益がゼロである場合もある。分配は、実質的に投資家に対する当初資本の還元またはキャピタ

ル・ゲインを意味するため、分配額が提供可能な収益を超過する場合、超過額分だけ資本が毀損することになる。この

可能性に基づき、資産価値の低下および分配を通じた投資家への資本還元により、本シリーズ・トラストへの投資価値

が毀損される蓋然性に鑑み、投資家が資本保全を望んだ場合でもこれを実現できない場合がある。本シリーズ・トラス

トが収益を上げない場合、受益者が受益証券の買戻しにより受け取る買戻価格は、受益者の当初の投資額を下回る可能

性がある。 

 

（F）担保付スワップに対する持分の非保有 

本受益証券のリターンは、その他の要素もあるが、担保付スワップのパフォーマンスに依存する。本受益証券への投資

は、受益者に対し、担保付スワップ取引あるいは、かかる担保付スワップ取引におけるいかなる原資産に対しても直接

的な持分を提供するものではなく、担保付スワップ・カウンターパーティや、かかる担保付スワップ取引に関連するい

かなる原資産、あるいは担保付スワップ・カウンターパーティに対するいかなるサービス提供者の行動につき、これを

管理するためのいかなる権利を与えるものではない。担保付スワップによる負債（その全体または一部であるかを問わ

ず）を相殺するため、担保付スワップ・カウンターパーティまたは第三者は、担保付スワップに含まれる関連した戦略

を構成する原資産に対する（直接または間接の）持分を所有する場合があるが、かかる者は、かかる持分を保有し、ま

たはその持分につき一定の規模を維持することを要求されない。 
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（G）本シリーズ・トラストの早期終了 

本シリーズ・トラストの最終買戻日は2021年9月16日に予定されているが、強制買戻事由が発生した場合、かかる最終買

戻日が前倒しで実施される。 

 

（H）その他のリスク 

当年度中、世界保健機関は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大がパンデミック（世界的大流行）に相

当すると発表した。世界中の様々な都市や国々において状況は目まぐるしく変化しており、それぞれの方法で感染拡大

の防止に努めている。このような状況の急速な展開や変化を受け、最終的な影響の予測が難しくなっており、この事態

が経済および市況に継続的な悪影響を及ぼし、世界的な景気減速を招く可能性がある。 

 

管理会社と受託会社はCOVID-19関連の動向を監視しており、既存の事業継続計画に加えて、各国の保健機関、該当する

政府、および一般的なパンデミック対策のベストプラクティスを指針として、連携して運用上の対策を講じている。 

 

5.3 公正価値測定およびヒエラルキーの設定 

本シリーズ・トラストはIFRS第13号「公正価値の測定」を適用しており、金融資産と金融負債の両方に対し、公正価値

測定のインプットとして、市場における最終取引価格を使用している。 

 

活発な市場とは、当該資産または負債に対する取引が、継続的な価格情報を提供するのに十分な頻度および取引量で実

行されている市場を指す。 

 

活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値については、バリュエーション技法を用いて決定す

る。本シリーズ・トラストは、様々な方法を利用し、各期末における市場環境に基づく仮定を作成する。オプション、

通貨スワップ、およびその他の店頭デリバティブなどの非標準的金融商品に対して採用されるバリュエーションの手段

としては、類似する最近の一般的な取引条件の使用、実質的に同内容の他の金融商品への参照、割引キャッシュ・フ

ロー分析、オプション価格モデル、および市場参加者に広く使用されているその他のバリュエーション技法の活用が挙

げられ、市場インプットを最大限使用し、事業体固有のインプットに対する依存を可能なかぎり少なくしている。 

 

活発な市場が存在しない金融商品については、本シリーズ・トラストは、業界において一般に標準的であると認識され

ているバリュエーションの方法およびテクニックに通常基づいている、社内で開発したモデルを使用する場合がある。

これらのモデルに対するインプットの一部は、市場において観察できる情報ではないため、仮定に基づく見積りである。 

 

モデルによるアウトプットは、常に、確信を持って決定することができない見積りあるいは概算値であり、使用された

バリュエーションの手段は、本シリーズ・トラストが保有するポジションに関連するすべての要素を十分に反映したも

のでない場合がある。このため、バリュエーションは、適当な場合において、モデルリスク、流動性リスクおよびカウ

ンターパーティ・リスクを含む追加の要素を含むように修正される場合がある。 

 

本シリーズ・トラストは、測定に使用されるインプットの重要度を反映した公正価値ヒエラルキーを利用して、公正価

値測定を分類する。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

この公正価値ヒエラルキーは、以下の3階層により構成される。 

 

・ レベル1のインプットとは、同一の資産または負債に対する活発な市場における相場価格（未調整）で、事業体

が測定日においてアクセス可能なものを指す。 

 

・ レベル2のインプットとは、レベル1に含まれる相場価格以外のインプットで、直接的あるいは間接的に、当該

資産または負債に対する観察が可能なものを指す。 

 

・ レベル3のインプットとは、当該資産または負債に対する観察が不可能なインプットを指す。 

 

公正価値測定全体が区分される公正価値ヒエラルキーのレベルは、全体の公正価値測定にとって重大なインプットのう

ち、最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。この目的のため、個別インプットの重要度は、全体としての

公正価値測定と照らし合わせて評価される。特定の公正価値測定において、観察可能なインプットが使用できるものの、

相当程度を観察不可能なインプットにより修正する必要がある場合は、かかる測定はレベル3の測定となる。全体として

の公正価値測定に対する、特定のインプットの重要性を評価するには、当該資産または負債に固有の要素を考慮した上

での判断が要求される。 

 

「観察可能」なインプットが何によって構成されるかについての決定は、管理会社の助言の下、管理事務代行会社の判

断による部分が大きい。管理会社の助言の下で、管理事務代行会社は、簡単に入手可能であり、定期的に配布または更

新され、信頼性および正確性が高く、社内情報ではなく、関連する市場に積極的に関与している独立系の情報源により

提供された市場データにつき観察可能なデータであると見なす。 

 

以下は、本シリーズ・トラストが保有する金融資産の価値測定にあたり、2020年9月30日時点で使用されたインプットに

基づく公正価値測定の概要である。 

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融 
資産 

（未調整）同一商品の 
活発な市場における 
相場価格（レベル1） 

重要度の高いその他の 
観察可能なインプット 

（レベル2） 

重要度の高い観察不可能
なインプット 
（レベル3） 

2020年9月30日時点の 
公正価値 

担保付スワップへの投資 $ – $ 9,603,780 $ – $ 9,603,780 

純損益を通じて公正価値で測定する金融 
資産 

$ – $ 9,603,780 $ – $ 9,603,780 

 

以下は、本シリーズ・トラストが保有する金融資産の価値測定にあたり、2019年9月30日時点で使用されたインプットに

基づく公正価値測定の概要である。 

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融 
資産 

（未調整）同一商品の 
活発な市場における 
相場価格（レベル1） 

重要度の高いその他の 
観察可能なインプット 

（レベル2） 

重要度の高い観察不可能
なインプット 
（レベル3） 

2020年9月30日時点の 
公正価値 

担保付スワップへの投資 $ – $ 14,361,471 $ – $ 14,361,471 

純損益を通じて公正価値で測定する金融 
資産 

$ – $ 14,361,471 $ – $ 14,361,471 

 

2020年9月30日および2019年9月30日に終了する各年度において、レベル1、レベル2、およびレベル3の間の振替は生じな

かった。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

活発とは見なされない市場で取引される金融商品ではあるが、市場の相場価格や、仲買業者による値付け、または観察

可能なインプットを参考にした代替的な価格設定者による価格付けより測定された商品については、レベル2に分類され

る。店頭デリバティブは、このカテゴリーに含まれる。レベル2の金融商品には、活発な市場で取引されておらず、また

は移転に制限があるポジションが含まれるため、バリュエーションは、一般に入手可能な市場情報に基づいて、非流動

性および／または非移転性を反映して調整する場合がある。 

 

レベル3に分類される投資は、取引が頻繁ではないため、観察不可能な重大なインプットを含む。2020年9月30日および

2019年9月30日時点において、本シリーズ・トラストはレベル3に分類される投資を保有していない。 

 

担保付スワップのバリュエーションについては、目論見書の付属資料22に記載された評価モデルに従って算定する。詳

細については、注記2.2（D）を参照のこと。 

 

純損益を通じて公正価値で測定するもの以外の金融資産および金融負債 

 

(i） 2020年9月30日時点および2019年9月30日時点において、現金および現金同等物、およびその他すべての資産お

よび負債（売却した証券に対する未収金、当座貸越、およびその他の負債に対する未払金を含む）は短期の金

融資産および金融負債であると見なされ、短期の性質を持つことから、その帳簿価額はほぼ公正価格に等しい。

バリュエーション技法の詳細については、注記2を参照のこと。 

 

(ii）受益者に帰属する純資産。本シリーズ・トラストは、受益証券の買戻しおよび発行につき、財務諸表における

算定方法と同一の方法により買戻時点における本シリーズ・トラストの純資産に対する持分割合に応じた金額

で、買戻しおよび発行を行う。従って、受益者に帰属する純資産の帳簿価額は、ほぼ公正価格に等しい。 

 

6. 担保付スワップ 

 

本シリーズ・トラストは、担保付スワップに投資するものであり、その価値は、本シリーズ・トラストの口座に対する

戦略のパフォーマンスに連動するものである。価値の増減は、未実現の損益として計上される。本シリーズ・トラスト

は、満期日において、対象となる証券の価値に基づき、カウンターパーティからの支払を受領し、実現した損益を計上

する。ストラクチャード商品は、注記5に記載した様々なリスクを抱える。 

 

豪ドル投資コース - 2020年9月30日時点の担保付スワップ残高：（純資産全体の57.7%） 

 

戦略 満期日 カウンターパーティ 時価 未実現損失 

オーストラリア・リート・インデックス戦略 2021年9月10日 
クレディ・スイス・ 
インターナショナル 

$ 5,540,760 $ 14,793 

 

日本円投資コース - 2020年9月30日時点の担保付スワップ残高：（純資産全体の42.3%） 

 

戦略 満期日 カウンターパーティ 時価 未実現損失 

オーストラリア・リート・インデックス戦略 2021年9月10日 
クレディ・スイス・ 
インターナショナル 

$ 4,063,020 $ 10,201 
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オーストラリア・リート・ファンド 

財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

豪ドル投資コース - 2019年9月30日時点の担保付スワップ残高：（純資産全体の60.6%） 

 

戦略 満期日 カウンターパーティ 時価 未実現損失 

オーストラリア・リート・インデックス戦略 2021年9月10日 
クレディ・スイス・ 
インターナショナル 

$ 8,701,977 $ (3,369)

 

日本円投資コース - 2019年9月30日時点の担保付スワップ残高：（純資産全体の39.4%） 

 

戦略 満期日 カウンターパーティ 時価 未実現損失 

オーストラリア・リート・インデックス戦略 2021年9月10日 
クレディ・スイス・ 
インターナショナル 

$ 5,659,494 $ (930)

 

7. 担保付スワップへの投資に係る純利益 

 

   2020年9月30日時点  2019年9月30日時点 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
に係る純利益（損失）は、以下により構成される： 

       

担保付スワップへの投資に係る実現純益（損）   $ (2,697,422)  $ 1,383,753 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
に係る実現純損益合計 

  $ (2,697,422)  $ 1,383,753 

        

担保付スワップへの投資に係る未実現評価益の変動   $ 29,293  $ 295,586 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
に係る未実現評価益の純変動合計 

  $ 29,293  $ 295,586 

 

すべての買戻日における担保付スワップの受益証券の買戻しについて、受託会社は、本シリーズ・トラストが買戻した

受益証券の口数に応じて想定元本を減少させることに合意すると共に、担保付スワップ・カウンターパーティに対し、

かかる取引の想定元本を上記に応じて減少させる権限を与える。 

 

本シリーズ・トラストにおいて買戻された各受益証券につき、1口当たりの買戻額は以下の数式により計算される。 

 

（1口当たり想定元本）×（戦略ユニットレベル） 

 

ただし以下の定義に従う。 

 

・「1口当たり想定元本」とは、発効日以降の各暦日に計算される1口当たりの想定元本の額を意味する。 

 

・「戦略ユニットレベル」とは、各取引日において計算代理人によって計算される数値を意味する。 

 

・1口当たりの買戻額は、かかる取引日の時点において計算代理人によって算出され、かかる取引日後において実務上合

理的に可能なかぎり迅速に、受託会社に提供される。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

8. 報酬、費用、および関連当事者間取引 

 

8.1 報酬および費用  

 

（A）管理事務代行報酬 

管理事務代行会社は、純資産の0.03%を1年当たりの報酬として受け取るが、年間最低額は月額3,333米ドルの12カ月分と

する。この費用は、報酬代行会社が運営費用報酬から支払うものとする。管理事務代行会社はさらに、その職務の遂行

により適切に発生したすべての自己負担経費につき、運営費用報酬から払い戻しを受ける権利を有する。 

 

（B）保管会社報酬 

保管会社は、保管関連業務への対価として、かかる資産の市場実態を踏まえ、資産に基づく報酬および取引手数料を受

け取り、この支払いは運営費用報酬から報酬代行会社が支払うものとする。保管会社はさらに、その職務の遂行により

適切に発生したすべての自己負担経費につき、運営費用報酬から払い戻しを受ける権利を有する。 

 

（C）登録事務代行報酬 

登録事務代行会社は、純資産価値の0.01%を年当たりの報酬として、および1取引当たり10ドルの報酬を受け取るものと

する。この費用は、報酬代行会社が運営費用報酬から支払うものとする。 

 

8.2 関連当事者間取引 

 

一方当事者が他方当事者を支配する、あるいは財政上または運営上の決定に際して他方当事者に対して重要な影響力を

行使することができる場合、両当事者は関連当事者と見なされる。受託会社、報酬代行会社、管理会社、担保付スワッ

プ・カウンターパーティ、代行協会員、販売会社、および管理会社代行サービス会社は、すべて本シリーズ・トラスト

の関連当事者である。 

 

通常の業務に含まれる取引を除き、関連当事者間のその他の取引は行われなかった。 

 

（A）受託会社報酬 

受託会社に対しては、年当たり10,000米ドルの固定報酬が前払いで支払われるものとし、この支払いは運営費用報酬か

ら報酬代行会社が支払うものとする。本シリーズ・トラストの代理として発生した、すべての適切な自己負担経費およ

び支出についても、受託会社に対して運営費用報酬から払い戻される。受託会社が2020年9月30日および2019年9月30日

に終了した各年度に獲得した報酬、ならびに2020年9月30日および2019年9月30日時点での受託会社に対する未払いの報

酬（該当する場合）は、報酬代行会社報酬としてそれぞれ包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

（B）報酬代行会社報酬 

受託会社は、報酬代行会社との間で報酬代行会社選任契約を締結しており、同契約に従って、報酬代行会社は、本シ

リーズ・トラストの口座のために、本シリーズ・トラストの特定の継続的な運営経費および費用（以下、「通常経費」

という）を支払うことを約束した。報酬代行会社が2020年9月30日および2019年9月30日に終了した各年度に獲得した報

酬、ならびに2020年9月30日および2019年9月30日時点での報酬代行会社に対する未払いの報酬（該当する場合）は、そ

れぞれ、包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。報酬代行会社報酬には、設立費用、管理会社報酬、

受託会社報酬、保管会社報酬、管理会社代行サービス会社報酬、監査報酬に加えて、報酬代行会社による合理的な判断

に基づき通常経費に含まれると判断された以下の経費および費用が含まれる。 

 

(i） 監査報酬および費用に含まれていない監査経費。 

 

(ii） 本シリーズ・トラストまたは本トラストの名義において、政府機関および省庁に支払うべき年間費用。およ

び、 

 

(iii）保険料（該当する場合）。 

 

疑義のないように記すと、報酬代行会社は、担保付スワップに関連するあらゆる報酬、証券取引に関連するあらゆる仲

介手数料、証券の購入または売却に伴うあらゆる税金、法律または報酬関連費用、投資家向けサービスおよび受益者総

会、受益者による承認、財務報告およびその他の報告業務、代理人に関する連絡通信費用、目論見書、本付属書類22お

よびその他の類似する募集書類に関連する費用、かかる文書の作成、印刷、翻訳および提供に関する費用、ならびにそ

の他の、通常は発生しない臨時の経費および費用につき、これらの支払に対する責任を負わない。 

 

受託会社は、報酬代行会社に対し、報酬代行会社選任契約における条件（合理的かつ適切な理由により発生したすべて

の法的、専門的、およびその他の費用を含む）に基づく義務および職務の履行および不履行を理由として、報酬代行会

社に対して提起されたか、報酬代行会社が生じさせた、すべての訴訟、手続き、請求、コスト、要求、および費用につ

き、本シリーズ・トラストの保有する資産に対して免責することに合意した。ただし、かかる訴訟、手続き、請求、コ

スト、要求、または費用が、報酬代行会社による重大な過失、悪意、詐欺、または故意の過失により発生したものであ

る場合はこの限りではない。 

 

報酬代行会社は、各評価日ごとに蓄積され、計算される運営費用報酬を受け取る。 

 

報酬代行会社は、年当たり純資産価値の0.41%の報酬、および年当たり純資産価値の0.03%の報酬（ただし最低でも月額

3,333米ドル）の報酬（両者を併せて「運営費用報酬」という）を受け取るものとする。 

 

運営費用報酬は、受託会社を代表して管理事務代行会社が、本シリーズ・トラストの資産から支払うものとする。運営

費用報酬のみで通常経費を支払うのに十分ではない場合、報酬代行会社は未払金すべてについて債務を負う。通常経費

を支払った後の残余の額については、本シリーズ・トラストの報酬代行会社としての業務に対する報酬として、報酬代

行会社が保持するものとする。運営費用報酬は、Actual/365の日数計算ベースで毎日累積し、四半期ごとに蓄積分を後

払いするものとし、蓄積期間については、報酬が発生する初年度に限り、初回の期間終了日の翌日から開始され、以後

の蓄積期間はすべて、各四半期の末日までとする。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

設立費用には、受益証券の発行に関わる募集費用（募集書類の作成および提出に関する手数料を含むが、これに限定さ

れない）および本シリーズ・トラストの販売に関わる手数料（もしあれば）、ならびに当初発生したものを除く、本シ

リーズ・トラストの設立および受益証券の募集に関わるその他の費用が含まれる。かかる費用は報酬代行会社によって

運営費用報酬を使用して支払われる。 

 

（C）管理会社報酬 

管理会社は、運営費用報酬から支払われる年当たり5,000米ドルを管理会社報酬として受け取るものとし、月割りの後払

いで支払われる。2020年9月30日および2019年9月30日に終了した各年度において、管理会社が獲得した報酬、ならびに

2020年9月30日および2019年9月30日の時点での管理会社に対する未払いの報酬（該当する場合）は、報酬代行会社報酬

としてそれぞれ包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。 

 

（D）代行協会員報酬 

代行協会員は、各評価日まで蓄積し、同日に算定した純資産価格の0.01%を年当たりの報酬として受け取るものとし、四

半期ごとの後払いで支払われる。代行協会員報酬は、管理会社の代理人として管理事務代行会社が、本シリーズ・トラ

ストの資産から支払うものとする。2020年9月30日および2019年9月30日に終了した各年度において代行協会員が獲得し

た報酬は、包括利益計算書に記載されている。 

 

(E) 担保付スワップ・カウンターパーティ 

本シリーズ・トラストでは、管理会社の関連当事者であるクレディ・スイス・インターナショナルとの間で担保付ス

ワップ取引を行うことが許可されている。2020年9月30日時点および2019年9月30日時点での未決済の担保付スワップ取

引については、注記6および注記7に記載されている。2020年9月30日および2019年9月30日に終了した各年度において、

クレディ・スイス・インターナショナルとの間の担保付スワップ取引においては、それぞれ実現純（損）益

$(2,697,422)と$1,383,753を計上し、未実現評価益の増（減）額は$29,293と$295,586であった。これらの項目は包括利

益計算書に記載されている。 

 

(F) 販売報酬 

販売会社は、年当たり報酬として、各ユニットクラスにつき各評価日までに蓄積し、同日に算定した純資産価格の0.75%

に、各ユニットクラスの受益証券の総発行口数で販売会社の持ち口数を除した数を掛け合わせた額（以下、「販売報

酬」という）を受け取るものとし、月割りの後払いで支払われる。販売報酬は、管理会社の代理人として管理事務代行

会社が、本シリーズ・トラストの資産から支払うものとする。2020年9月30日および2019年9月30日に終了した各年度に

おいて販売会社が獲得した報酬は、包括利益計算書に記載されている。 

 

（G）管理会社代行サービス会社報酬 

管理会社代行サービス会社の報酬は、投資運用報酬の一部として含まれ、投資運用報酬の一部として支払われるものと

する。 

 

9. 借入およびレバレッジ関連ポリシー 

本シリーズ・トラストは、短期キャッシュ・フローを円滑化する必要がある場合、純資産価格の最大10%までを借り入れ

ることが可能である。2020年9月30日および2019年9月30日に終了した各年度において、本シリーズ・トラストは借入を

行わなかった。 
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オーストラリア・リート・ファンド 

財務諸表に対する注記（続き） 

2020年9月30日に終了する年度 

（豪ドルで表示） 

 

10. 後発事象 

2020年10月1日以降もCOVID-19のパンデミックは終息しておらず、金融市場に悪影響を及ぼすことが明らかになった。こ

のような状況の急速な展開や変化を受け、最終的な影響の予測が難しくなっており、この事態が経済および市況に継続

的な悪影響を及ぼし、世界的な景気減速を招く可能性がある。管理会社と受託会社は、この後発事象の結果が2020年9月

30日付の財務諸表に何らかの財務的な影響を及ぼすとは考えていない。 

 

管理会社と受託会社はCOVID-19関連の動向を監視しており、既存の事業継続計画に加えて、各国の保健機関、該当する

政府、および一般的なパンデミック対策のベストプラクティスを指針として、連携して運用上の対策を講じている。 

 

受託会社は、本財務諸表の発行準備が整った日である2021年2月1日までのすべての後発取引および事象を評価した。

2020年10月1日から2021年2月1日までの期間において$2,057,709の買戻を実行した。また、同期間に、$48,310の分配が

生じた。本シリーズ・トラストに関して報告すべきその他の後発事象は生じていない。 



−　　　−45－  － 

 

(45) ／ 2021/04/27 9:44 (2021/04/22 13:50) ／ wp_21748990_050_財務諸表_ost外国投信_CSUT(ケイマン)3-豪RF_運用報告書.docx 

45

（２）損益計算書 

 ファンドの損益計算書については、「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの包括利益

計算書をご参照ください。 

 

（３）投資有価証券明細表等 

 ファンドの投資有価証券明細表等については、「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンド

の「注記６．担保付スワップ」をご参照ください。 
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